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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【発行日】令和2年10月1日(2020.10.1)

【公開番号】特開2019-119635(P2019-119635A)
【公開日】令和1年7月22日(2019.7.22)
【年通号数】公開・登録公報2019-029
【出願番号】特願2017-254034(P2017-254034)
【国際特許分類】
   Ｃ０３Ｃ  27/12     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  17/10     (2006.01)
   Ｃ０８Ｊ   5/18     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０３Ｃ   27/12     　　　Ｆ
   Ｃ０３Ｃ   27/12     　　　Ｌ
   Ｂ３２Ｂ   17/10     　　　　
   Ｃ０８Ｊ    5/18     ＣＥＹ　

【手続補正書】
【提出日】令和2年8月19日(2020.8.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
　本発明に用いるアクリル系多層構造重合体粒子（Ｙ）の含有量は、Ａ層の全質量に対し
て、４０質量％以上であることが好ましく、５０質量％以上であることがより好ましく、
６２質量％以上であることが特に好ましい。また、アクリル系多層構造重合体粒子（Ｙ）
の含有量は、Ａ層の全質量に対して、８０質量％以下であることが好ましく、７０質量％
以下であることがより好ましく、６７質量％以下であることが特に好ましい。
　なお、アクリル系多層構造重合体粒子（Ｙ）の含有量は、アセトンを用いて以下の方法
にて求めるものとする。
　Ａ層を構成するアクリル系樹脂組成物を充分乾燥して水分を除去した後、その質量（Ｗ
１）を測定する。次に、このアクリル系樹脂組成物を試験管に入れ、アセトンを加えて溶
解し、アセトン可溶部を除去する。その後、真空加熱乾燥機を使用してアセトンを除去し
、残留物を得る。この残留物から微粒子を分離し、次に得られた残留物の質量（Ｗ２）を
測定する。次式に基づいて、アクリル系多層構造重合体粒子（Ｙ）の含有量を求める。
　［アクリル系多層構造重合体粒子（Ｙ）の含有量］＝（Ｗ２／Ｗ１）×１００（％）
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　アクリル系多層構造重合体粒子（Ｙ）とメタクリル系樹脂（Ｍ）を混合したアクリル系
樹脂組成物（Ｒ１）中におけるメタクリル系樹脂（Ｍ）の配合量は特に制限されず、アク
リル系多層構造重合体粒子（Ｙ）１００質量部に対して、１質量部以上であることが好ま
しく、５質量部以上であることがより好ましく、１５質量部以上であることが特に好まし
い。メタクリル系樹脂（Ｍ）の配合量は、アクリル系多層構造重合体粒子（Ｙ）１００質
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量部に対して、１００質量部以下であることが好ましく、７０質量部以下であることが好
ましく、４５質量部以下であることが特に好ましい。メタクリル系樹脂（Ｍ）の配合量が
１００質量部より多くなると、Ａ層が式（３）を満たすことが困難になる傾向がある。
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